別表第2(第8条関係)
減免の対象者
減免の判定基準日の属する月
交付する数

規則第6条第1項第1号に該当する者
4月又は5月
70枚


6月又は7月
60枚


8月又は9月
50枚


10月又は11月
40枚


12月又は1月
30枚


2月
20枚


3月
10枚

規則第6条第1項第3号、第4号又は第5号に該当する者
4月又は5月
100枚


6月
90枚


7月
80枚


8月
70枚


9月
60枚


10月又は11月
50枚


12月
40枚


1月
30枚


2月
20枚


3月
10枚

